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住まいと暮らしの継続と更新に向けた事前復興の試み

東京都立大学都市環境学部都市政策科学科 教授　市　　古　　太　　郎

特　集 4

１ ．暮らしか、まちか、その葛藤から創発へ

　自然災害からの都市復興とは、災害を繰り返
さないまちに再建する、もしくは兵庫県震災対
策国際総合検証会議（2000年）報告にあるよう
に「都市計画の立場で言う復興はけっして原状
復帰ではなく、被災を契機とした高度な市街地
への改変」をめざす計画論であった。そして多
くの被災者も「最低限、同じような被災だけは
避けたい」と感じつつ、それでも 1 日でも早く、
まずは「くらしとなりわい」の回復をめざそう
とする営みの中で、市街地復興の計画論は様々
に葛藤を抱えることになる。それは東日本大震
災でも通底する問題系であったと言える。
　事前復興は、こういった阪神 ･ 淡路大震災復
興まちづくりの葛藤から学び、平時から復興に
備えるという視点から出発した。その具体的な
取組みは2000年代に入ってから本格化し、2004
年新潟県中越地震、2011年東日本大震災、2016
年熊本地震も経て、25年以上の取組みが展開さ
れ、そしてその現場実践の中で「高度な市街地
への改変」という視点と「住まいと暮らしの回
復」という視点が折り重なり、むしろその成果
としては後者の視点、つまり「住まいと暮らし
の継続と更新」への方向性が明確に読み取れる
ようになってきている。
　本稿はこのような視点から、東京の事前復興
の取組みを考察しておきたい。したがって本稿
は、阪神・淡路大震災を契機とした25年程の系
譜を有する事前復興まちづくりを解説するもの

ではなく、それら一連の展開系譜は、参考文献
2）、3）を参照いただければ幸いである。

2 ．「みち・いえ・ひろば」：防災まちづくりの

計画論

　以前に東京の事前復興まちづくりは、木造住
宅密集地域における「修復型まちづくり」から
の蓋然的展開であると述べたことがある。実際、
事前復興まちづくりの大半は東京都防災都市づ
くり推進計画における「重点整備地域」で展開
されている。言い換えれば、被害軽減をめざす
防災まちづくりに取組んでいるエリアにおい
て、市街地の防災性能改善が進みつつも、Ｍ 7 級
直下型地震で被害ゼロは困難であり、その平時
の取組みの延長として、事前から復興準備を進
めておこう、このような考えで地域・行政・専門
家が協働し、実践が図られていったのである。
　本稿はさらに、その実践成果を「住まいと暮
らしの継続と更新」という視点で考察してみた
い。そのためにまず、蓋然的展開の出発点とな
った木密地域の「修復型まちづくり」の計画論
について確認をしておこう。
　「修復型」は「改造型」に双対する計画論と
して、すなわち、大きく町割りや街並みを改変
する市街地面的開発ではなく、既存の市街地環
境を読み解いた上で、墨田区京島地区の1986年
京島まちづくり計画（当時の名称に「防災」と
入っていない）に表現されたように、現況の「み
ち・いえ・ひろば」修復改善を整備の柱とし、
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既存市街地環境スケールに調和し接続するデザ
イン論として成立した。そして1980年代に構築
された計画論は UR 都市機構（2007年）「次世
代木密まちづくりに向けて」の提案市街地像（図
− 1 ）にも継承される。図− 1 では、避難空間
になる「みち空間」を拡幅し、みち空間沿いに
一時集合場所ともなる「広場と公園」を整備し、
まちなみに調和した「中低層集合住宅」への更
新を図っていく計画論が読み取れる。
　そしてそれは本特集号の報告事例にもあるよ
うに、「住まいと暮らしの維持と改善」に結び
つく居住者自身の住環境改善の取組みにもつな
がってこよう。地元工務店や建築設計事務所、
住宅設備に関わる民間法人が地域自治組織や集
合住宅管理組合、社会福祉協議会と連携し、空
き店舗、空き家の活用や、「まちのリビング」
の運営プログラム含めて提案実践したり、近年
では居住者 DIY による活動も広がっている。
　以上の系譜を踏まえ「市街地の改変」と「生
活の回復」を両立させる企図をもった東京の事
前復興まちづくりにおいて、どんな成果が得ら
れているか、豊島区上池袋、八王子市丘陵造成
住宅地Ｋ地区での事例を元に考えてみたい。な
お、国土交通省「復興まちづくりのための事前
準備ガイドライン」また東京都ホームページ「首

都直下地震等に備えた都市の事前復興の取組」
にあるように、事前復興対策としては、自治体
としての「震災復興計画」の策定事前準備や、
都市復興の立場からの行動プログラムの事前検
討（自治体震災復興マニュアル策定）および職
員ワークショップ型検証といった内容で構成さ
れているが、本稿では、こういった行政と専門
家による事前復興の検討を経て、地域に働きか
けをおこない、ワークショップを開催し、成果
編集と地域活動へのフィードバック提案をおこ
なう取組みとして取り上げる。

3 ．豊島区１0年間 8地区の＜事前＞復興まちづ

くり計画（2009年〜）

　先報にあるように、豊島区は2009年から事前
復興まちづくりに着手し、2022年 3 月時点で区
内 8 地区で震災復興まちづくり訓練を実施して
いる。名称は「訓練」だが、実際の内容は、防
災まち点検、時限的市街地デザインゲームとい
った参加のまちづくり手法を用いた「ワークシ
ョップ」である参考文献4）。
　震災復興まちづくり訓練では＜事前＞復興ま
ちづくり計画が作成編集される。そして豊島区
8 地区の＜事前＞復興まちづくり計画を分析し
た結果、 8 地区に共通して、その計画は、［1］
空間計画としてのまちづくり整備方針、［2］時
限的市街地のデザインとプログラム、そして［3］
地域主体の復興「営み」活動方針、の 3 つの柱
で構成されていることが明らかになっている。
　図− 2 は上池袋地区の震災復興まちづくり訓
練を経て作成編集され、＜事前＞復興まちづく
り計画の第一の柱に該当する復興訓練成果版

「まちづくり整備方針」である。計画図では、
街割りを構成する「みち」の整備、つまり幅員
8 ｍ地区骨格道路の現道拡幅整備、および4.5
ｍ、4.0ｍの地先道路整備、また幅員4.0ｍ新設

図− １　次世代型住宅市街地への木密再生、UR、2007年
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道路による既存の町割りをベースとした道路網
計画、災害公営住宅だけでなく、居住者と民間
事業者・UR が事業主体となって供給される「復
興共同住宅」、公的支援策を活用した自力住宅
再建といった「すまい」の回復、「語らい辻広
場」や稲荷神社に隣接した空地確保による「ひ
ろば」の再整備といった「みち・いえ・ひろば」
の計画が描かれ、加えて焼失被害エリアに対す
る敷地整序型土地区画整理事業が提案されてい
る。現状の稲荷神社の参道の雰囲気や 4 ｍ幅員
道路で構成される町割り、防災まちづくりの中
で整備されてきた街区公園、そういった街の風
景を継承しつつ、延焼被害区域での敷地整序型
土地区画整理事業による再建、つまり修復型ま
ちづくり＋大被害街区の市街地整序事業という
構造を有する計画となっている。
　上池袋では、「まちづくり計画」をまちづく
り協議会で策定し、1991年に居住環境整備事業
を導入、その後も継続的にまちづくり協議会で

事業進捗の情報共有と意見交換を行い「みち・
いえ・ひろば」の修復改善をすすめてきた。そ
の中には「さくら公園」の設置整備があり、地
域自治組織が主催する初期消火、炊き出しとい
った防災訓練の会場として活用されてきた。
　2009年に開催された上池袋地区での震災復興
まちづくり訓練は、密集事業着手から17年経過
する中、これまでの防災まちづくり事業による
被害低減効果を確認すると同時に、その取組み
の延長に復興まちづくり計画をデザインできる
ことが地域リーダーに認識され、また全戸配布
で参加者募集する中で、子育て中のパパ・ママ
の参加もあり、参加者同士の関係性を育む中で、
共助の可能性の拡大にもつながっていく活動と
なった。これまでに、まちづくり協議会による
防災まちづくりを展開し、地域力を高めてきた
地区であったからこそ、まちの復興と生活回復
を両立させるストーリーとして復興まちづくり
像が共有されたのである。

図− 2　上池袋地区での<事前 >復興まちづくり計画図
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　なお、豊島区では2009年上池袋地区を手始め
に、2022年 3 月現在、 8 地区で震災復興まちづ
くり訓練を実施しているが、「地域サロン活動」
を中心とした区の地域福祉政策との連携もあ
り、計画の柱Ⅲにある「地域主体の復興『営み』
活動方針」を丁寧に取り上げ、編集しておこう
という方向性、つまり震災からの「生活の回復」
を＜事前＞復興まちづくり計画の中に表現して
おく側面が大切にされるようになっている。

4 ．八王子市郊外丘陵住宅地Ｋ地区（20１7年〜）

　八王子市Ｋ地区の事例は、当初から地域に事
前復興の活動提案を行った事例ではない。自主
防災組織でもある地域自治会が取り組んできた

「安否確認避難訓練」の「その次」の展開につ
いて、Ｋ自治会から東京都立大学都市防災・災
害復興研究室に相談があり、2005年以降、事前
復興対策に取り組む八王子市と連携し、土砂災
害リスク適応型防災ワークショップを実施した
事例である参考文献5）。

　図− 3 がワークショップの全体プログラムで
ある。全 3 回のプログラムで、第 1 回はグルー
プにわかれてまち点検、第 2 回は災害後の自宅
避難生活と生活継続についてのグループディス
カッション、そして第 3 回で、第 2 回までに出
された土砂災害リスクとの共生と適応策、およ
び災害後の地域生活継続策を検討している。第
1 回まち点検や第 2 回避難生活からの生活回復
を考えるロールプレイなど、東京区部木造住宅
密集地域で展開されてきた震災復興まちづくり
訓練手法を継承改良して実施した。
　本稿のテーマに関連し、ワークショップ成果
として 2 点、指摘しておきたい。第 1 に民間の
造成開発分譲とその後の土砂災害防止法に基づ
く土砂災害特別警戒区域指定という経緯を抱え
る中、ガケ地リスクを冷静に受け止め、行政・
専門家も交えて、合理的な対応に向けたコミュ
ニケーションが可能であることが示された点で
ある。第 2 に自然災害からの生活回復シナリオ
の検討、もしくは学校避難所と連携した在宅避

図− 3　八王子市Ｋ地区での土砂災害リスク適応型防災ワークショップ・プログラム
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難生活と地域としての取組みアイディアが編集
された点である。特に郊外大規模計画開発の特
徴として、分譲当初に開設された街区公園の生
活回復期における重要性がある。そして、空き
地・空き家・空き部屋という都市縮退時代の郊
外住宅地の変容課題を「適応」の視点から活用
する多様で生活に根ざしたアイディアが出され
ていた。
　災害時の地域での生活継続というテーマでの
グループワークを通して、土砂災害に関するリ
スク共有と同時に、計画的住宅地開発で設置さ
れた街区公園の地域管理活動の災時も含めた意
義の共有にもつながった。加えて、子育てが一
段落し、子ども世代が独立していく中、自宅を
地域サロンの場として提供といった郊外住宅地
の経年優化の営みが、地域としての災害への備
えにつながっているというストーリーは、活動
を担ってきたメンバーに、とても合点のいく話
であったようだ。被害軽減に留まらず、被害を
許容した上で、そこからの生活回復を地域とし
て検討することで共有された成果であった。

5 ．市街地改変と生活回復の両立ストーリーを

編み出す事前復興まちづくり

　本稿は「高度な市街地への改変」と「住まい
と暮らしの回復」の両立をめざす、未被災地東
京での事前復興まちづくりが「住まいと暮らし
の継続と更新」に向けた取組みとしても展開し
ている様相を報告してきた。
　事前復興が先行実施された区部木造住宅密集
地域においては、編集作成された＜事前＞復興
まちづくり計画は、協議会方式による修復型ま
ちづくりを継承しつつ、延焼被害街区の改善事
業をスポット的に適用していく計画内容となっ
ている。それはこれまで取組んできた修復型ま
ちづくりの延長上に、もしくは、地域の日常的
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なまちづくりの中に、復興まちづくりが構想し
うること、そして、地域サロン活動や空き家・
空き店舗活用といった平時における日常的な生
活の「営み」の意義を共有するものともなって
いた。
　そして区部木密地域で体系化された事前復興
まちづくりの方法論は、郊外丘陵住宅地にも応
用され、斜面宅地災害リスクの共有と地域とし
て取組みアイディアの編集、および災時の地域
生活継続を検討する中で、これまでも取り組ん
できた日常的な地域活動が、災時の生活回復資
源に接続しうることが共有されていた。
　復興事前準備は、大きな改造・改変を初めか
ら回避するものではない。しかし、事前復興ま
ちづくりを通して、その成果として、市街地改
変と生活回復の一体的なストーリーが編み出さ
れている。同時に、災害被害を架構することで、
平時に居住者が担う「住まいと暮らしの継続と
更新」のまちづくりを拓く可能性も見出すこと
ができるように思われる。


